
・改定案①で料金改定した場合、R6～10年度における収支バランスを見ますと、一時的に料金収入が回復しますが、

　長期的に見た場合、安心安全な水を届けることが出来なくなると予想されます。

＜R6～10年度の収支の均衡と料金格差を統一するまでの緩和措置とした場合＞

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

収益的収入 438,860 457,959 450,527 446,556 442,118 460,141 458,289 454,454 451,750 446,658 443,166 438,877

収益的支出 451,434 449,211 435,634 459,055 438,661 479,770 450,501 452,401 451,072 452,449 458,736 461,757

給水人口 26,390 26,087 25,834 25,669 25,455 25,267 25,053 24,839 24,625 24,412 24,221 24,007
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改定案①で水道料金を改定した場合の収支バランス（千円） （人）

資料番号 3-1



・改定案②で料金改定した場合、R6～10年度における収支バランスを見ますと、改定案①よりも基本料金部分での負担が上がります。

　また、改定案①とと同様で、一時的に料金収入が回復しますが、長期的に見た場合、安心安全な水を届けることが出来なくなると

　予想されます。　＜R6～10年度の収支の均衡と料金格差を統一するまでの緩和措置とした場合＞

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

収益的収入 438,860 457,959 450,527 446,556 442,118 466,127 465,409 461,509 458,759 453,585 450,034 445,683

収益的支出 451,434 449,211 435,634 459,055 438,661 479,770 450,501 452,401 451,072 452,449 458,736 461,757

給水人口 26,390 26,087 25,834 25,669 25,455 25,267 25,053 24,839 24,625 24,412 24,221 24,007
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・改定案③で料金改定した場合は、料金改定算定期間（R6～10年度）間は、安定した水道事業の経営を行うことが出来ます。

　一方で、水道利用者には今までよりも多くの料金負担をお願いする事になります。

＜料金体系を統一した場合＞

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

収益的収入 438,860 457,959 450,527 446,556 442,118 490,072 493,886 489,726 486,798 481,294 477,510 472,906

収益的支出 451,434 449,211 435,634 459,055 438,661 479,770 450,501 452,401 451,072 452,449 458,736 461,757

給水人口 26,390 26,087 25,834 25,669 25,455 25,267 25,053 24,839 24,625 24,412 24,221 24,007
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